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マイナンバーカード取得者へ「うまっこ商品券」を交付します
　町では､マイナンバーカード取得者に対し､ごのへポイントカード協同組合発行の「うまっこ商品券」を以下のとおり交付します｡

対 象 者
▶令和4年12月1日現在で五戸町に住所を有し､マイナンバーカードを保有(運用中のものに限る｡)している方
▶五戸町に住所を有し、マイナンバーカードを令和5年3月31日までに取得した方
▶令和4年12月2日以降に五戸町に転入し､マイナンバーカードの継続利用を令和5年3月31日までに実施した方

額 面 1人あたり1,000円（500円券×2枚）

有 効 期 限 令和5年5月31日まで

配 付 方 法
▶令和4年12月1日時点において､マイナンバーカードを保有している方へは郵送いたします｡
　※12月中旬から順次発送いたします。
▶上記以外の方は、マイナンバーカード交付時又は継続利用時に交付いたします。

※マイナンバーカードの交付は、申請から1か月半程度、時間を要します。お早めに申請してください。
※利用店舗については、商品券交付時に利用店舗の一覧の用紙を配ります。
※本券の郵送は、「指定場所配達」の対象外となります。(指定場所配達とは、ご不在時に宅配ボックス等へ
　配達するよう配達郵便局へ届出をしているものです｡)

■お問合せ　役場総務課　☎ 62 － 2111（内線 212）

「五戸のおんこちゃん」年賀状大募集！
　2023年も、おんこちゃんとシロ宛ての年賀状を募集します。
　年賀状を送ってくれた方の中から、先着400名様に、おんこちゃんたちからお返事が届きます。
　さらに、その中から抽選で50名様におんこちゃんグッズをプレゼント！みんなからの年賀状、待ってます♪

●宛　　先　〒039-1513　五戸町字古舘21-1　おんこちゃん・シロ　宛て

●返信対象　令和5年1月13日(金)到着分まで
　※年賀状へのお返事に時間がかかる場合があります。
　※この企画は、日本郵便(株)の「ご当地キャラに応援の年賀状を書こう！」によるものです。

■お問合せ　役場総合政策課　☎ 62 － 2111（内線 235）

秋の叙勲・褒章　おめでとうございます
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令和４年度五戸町の未来を創る起業支援事業（2次募集）
　町では、五戸町に移住し起業する方や、町の需要に応えるため新たに起業する方に支援金を交付しています。

●令和4年度五戸町の未来を創る起業支援事業を活用した事業者を紹介します。

　当事業は五戸町の明るい未来を創造することを目的に、地域経済の若返りと発展、特に若い世代が町に
集うことを期待して、起業支援金を交付する事業です。

区　分 条　件 金　額

起　業　支　援　金 交付要件をすべて満たしており、町内で起業して
12 か月以内の事業者であること 30 万円

移　住　加　算　金 代表者が移住して 12 か月以内であること 20 万円

空き家・空き店舗
活　用　加　算　金 町内の空き家、空き店舗を利用した起業であること 50 万円

●対象の起業
　令和5年1月13日時点において、起業した日から起算して12か月以内の起業(その他要件あり）

●締切り
　令和5年1月13日(金) 17時必着　
　※必要書類を総合政策課までご提出ください。

詳細は町ホームページをご覧ください

■お問合せ　役場総合政策課　☎ 62 － 2111（内線 234・235）
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化まつりが開催されました
町立公民館にて文

歳暮ギフトセット完成報告
五戸町物産振興委員会お

業まつりが開催されました
3 年ぶり開催産

完成報告会の様子

今回のメイン商品「ごのへの豪華焼肉セット」

　11 月 5 日（土）、6 日（日）の 2 日間、「五戸町文化まつり」
が開催されました。町立公民館を会場に開催されたこの
イベントでは、町内有志により、絵画・書道・菱刺・裂織・
盆栽等の芸術作品が出展され、来場者の目を楽しませました。
　また、手話サークル「さくらの会」による手話の体験
コーナーや、五戸えんぶり組による「五戸のおんこちゃん
音頭」の披露が印象的でした。
　体育センターでは町内小中学生が制作した絵画や版画
等が展示され、会場を訪れた子供たちは、自分の作品を
探したり、友達の作品と見比べたりと、楽しそうでした。

　令和 4 年 11 月 8 日、五戸町物産振興委員会（小村卓
至 委員長）は若宮町長を訪問し、五戸町の魅力を詰め込
んだギフトセット「五戸のお歳暮」の完成を報告しました。
　前回の「五戸のお中元」の際は、バラエティー豊かな
商品が全 4 セット用意されたのに対し、今回は商品ごと
にコンセプトを絞って、全 9 セットが取り揃えられまし
た。五戸三大肉のうち馬肉と青森シャモロックを贅沢に
組合わせた「ごのへの豪華焼肉セット」をメイン商品に
据え、11 月 5 日（土）から 12 月 9 日（金）の期間限定
で申込を受付けるとのことです。
　小村委員長は、「馬肉を食べる文化は全国的にあるが、
鍋で食べるのは五戸町だけと言われている。」と五戸町
ならではの商品であることを PR しました。
　若宮町長は実際に商品を手に取りながら「セットごと
にコンセプトがはっきりしていて、分かりやすい。普通
に町で買い物をしても、これだけの商品を買いそろえる
のは難しい。とても豪華なセットだと思う。」とコメント
しました。
■お申込み方法
　同委員会宛に申込書をファクス（0178 － 62 － 7160）
でお送りいただくか、「かなざわ食品店」「岡村商店」

「菓子工房 三福｣ の店舗でもお申込みが可能です。お支払
いには五戸町プレミアム付商品券もご利用いただけます。

　五戸町産業まつり実行委員会によって、令和４年
10月22日（土)、23日（日）の２日間、五戸町中心商
店街を会場に「五戸町産業まつり」が３年ぶりに開催
されました。
　前回好評だった「五戸三大肉フェスタ」や露店の
出店のほか、今回初の試みであった「リアル宝探し」
も参加者多数で、好評の様子でした。
　２日間とも天気には恵まれなかったものの、会場に
用意されたBBQコーナーでは、小雨の中、五戸三大
肉に舌鼓を打つ来場者が見られ、約2,000人を動員し
たこのイベントは盛況のうちに終えられました。
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ァンラーレ・タイム開催
ミスターヴァンラーレも来た！ヴ

石小学校10周年
記念式典開催倉

政視察が行われました
神戸市から来町行

ートレズ先生 剣道初段合格
ミズーリ州コロンビア出身ダ

　令和 4 年 11 月 2 日、町立川内中学校では、サッカーを中心
とした体づくり運動を学ぶため「ヴァンラーレ・タイム」が
開催されました。このイベントにはヴァンラーレ八戸から金井
隆太さんやミスターヴァンラーレこと新井山祥智選手（平成
12 年度川内中学校卒業生）が来校し、生徒たちと交流しました。
　Ｔシャツに新井山選手のサインをもらった 1 年生の大久保
真尋君は、「校内に掲載されている新聞の切り抜きを通じて
新井山選手のことは知っていたが、会うのは初めて。本物
のサッカー選手に教えてもらうのは貴重な経験で、楽しかった」
と話してくれました。

　令和 4 年 11 月 5 日、町立倉石小学校では、創立 10 周年を記
念する式典が行われました。同校は、倉石地区の石沢小学校・
中市小学校・又重小学校の 3 校が統合し、平成 25 年 4 月に児
童数 126 名で開校しています。
　式典の中で大岡校長は、児童に対し、「今を大事に勇気の一
歩を踏み出し、全力を尽くして学び、自分自身を鍛え上げてほ
しい」と言葉を送りました。児童を代表し、6 年生の髙村颯哉
君は「ここまで成長できたのは先生や保護者、地域の方に支え
てもらったから。倉石小学校の伝統と歴史を受け継いでいくよ
う、夢や希望に向かってチャレンジし続けたい」と話しました。

　令和 4 年 11 月 1 日、神戸市会議員 6 名が行政視察
のため五戸町を訪問しました。
　この日は主にコミュニティバス事業について、情報
共有や意見交換が行われました。
　市議たちは役場総合政策課政策調整室による町
コミュニティバス事業の制度や現状について話を聞く
と、「デマンド交通についての検討は？」「バス停まで
の移動が大変な人へのサポートは？」「バス運転手の
確保のための取組みは？」と質問するなど、神戸市・
五戸町双方のコミュニティバス事業改善のための貴重
な機会となりました。

　今年 4 月に ALT（Assistant Language Teacher ＝
英語指導助手）として五戸町に赴任したダートレズ・
ミュエックス先生は、この度、剣道の初段審査に合
格し、報告のために若宮町長を訪問しました。
　ダートレズ先生は工藤一夫さん（範士＝剣道の称号
で最高位のもの）に師事し、今年 6 月から剣道の練習
を始めると、9 月 4 日に実施された試験で見事に合格。
この試験に合格するために約 3 か月間、ほとんど毎日
練習をしたとのこと。報告会の冒頭において、ダート
レズ先生が町長に対し、「（工藤さんは）とてもいい先生
です」と日本語で紹介した様子に師弟の絆が感じられました。
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　町条例により、　令和 4 年度の財政状況を公表し、併せて令和 3 年度の決算の状況をお知らせします。
　令和 3 年度の一般会計決算状況は、歳入 103 億 3,541 万円、歳出 100 億 7,133 万円で、歳入歳出
差し引き 2 億 6,408 万円の剰余金が生じました。この額から翌年度へ繰り越すべき財源 4,925 万円を
差し引いた実質収支額は、2 億 1,483 万円の黒字となりました。

一般会計歳出　100 億 7,133 万円
【民生費】障がい者、高齢者に対する福祉の充実や子育て支援

などの経費。
【教育費】小中学校・公民館・図書館・スポーツ施設の管理・運営、

生涯学習の推進、文化財の保護などのための経費。
【公債費】事業を行うために借りたお金（町債）の元金と利息

を返済するための経費。
【総務費】庁舎の管理・運営、徴税・戸籍関係事務、選挙、統

計調査、国際交流・広報、コミュニティの推進など
のための経費。

【衛生費】予防接種、環境対策などのための経費。
【土木費】道路・公園・河川の整備、都市計画などのための経費。
【農林水産業費】農林畜産業振興のための支援や生産基盤整備

などの経費。
【消防費】防火・消火活動、救急・防災活動、消防車両の整備

などのための経費。
【議会費】議会運営のための経費。
【その他】商工業の振興、観光活性化などのための商工費。雇

用対策などのための労働費。

五戸町の家計簿 令和 3 年度の一般会計決算を、一般家庭の家計簿に当てはめてみました。
年間の世帯総収入が 500 万円の家族だとすると・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
収　　入 支　　出

●自分たちで賄ったお金【自主財源】 食 費【人件費】 52 万円
給 料【町税】 69 万円 医療費・教育費など【扶助費】 89 万円
定 期 預 金 の 解 約【繰入金】 7 万円 ロ ー ン の 返 済【公債費】 50 万円
パ ー ト 収 入【使用料・手数料、分担金・負担金】 7 万円 光 熱 水 費・ 日 用 品【物件費】 71 万円
去 年 の 残 り【繰越金】 2 万円 家 や 家 電 の 修 理【維持修繕費】 9 万円
不 動 産 収 入、
お 祝、 利 子 な ど【財産収入、寄附金、雑収入】 18 万円 保 険 料、 町 内 会 費、

子 ど も の 小 遣 い 等【補助費等】 69 万円

小 計 103 万円 預 金【積立金】 33 万円
●ほかに頼ったお金【依存財源】 友 人 へ の 融 資【投資、出資金、貸付金】 18 万円
親 か ら の 援 助【地方交付税、国・県支出金など】 371 万円 子 ど も へ の 仕 送 り【繰出金】 65 万円
ロ ー ン 借 入【町債】 26 万円 家 の 増 改 築【普通建設費、災害復旧事業費】 31 万円
小 計 397 万円
合 計 500 万円 合                      計 487 万円

　町の家計簿を見ると 500 万円の収入のうち、給料など自分たちで賄ったお金（町税、使用料、財産収入）は、 
わずか 94 万円で全体の２割程度。残りは親からの援助（地方交付税等）や借金（町債）などに頼っています。

　平成 19 年 6 月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、平成 20 年度一部施行、平成 21 年度に全面施行となりました。この法律に基づき、毎年度「健全化判断比率」
及び「資金不足比率」を算定し、町監査委員の審査を受け、その意見書を付けて議会に報告するとともに、町民の皆さまへ公表することが義務付けられました。
　公表する比率は、①健全化判断比率と②資金不足比率があり、健全化判断比率は、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の 4 つの指標からなり、早
期健全化基準を下回っている比率であれば、健全財政といえます。また、資金不足比率は、病院事業や下水道事業など公営企業の資金不足比率が経営健全化基準を下回っている比率であ
れば、公営企業の経営状況は健全といえます。五戸町の令和 3 年度決算に基づく比率は次の表のとおり、いずれの比率においても早期健全化基準及び経営健全化基準の比率を下回ってい
るため、健全財政であるといえます。

◆健全化判断比率（令和 3年度決算に基づく財政の健全化判断比率）
五戸町健全化判断比率

早期健全化基準 財政再生基準
R2 R3 決算

① 実 質 赤 字 比 率 － －   14.25% 20.00%
②連結実質赤字比率 － －   19.25% 30.00%
③ 実 質 公 債 費 比 率  9.4% 9.2%  25.0%  　　35.0%
④ 将 来 負 担 比 率 19.1% 4.1% 350.0%

※実質赤字比率、連結赤字比率は黒字であるため「－」を記載しています。

◆資金不足比率（令和 3年度公営企業決算に基づく経営の資本不足比率）

特別会計の名称
資金不足比率

経営健全化基準
R2 R3 決算

病 院 事 業 会 計 － －

20.0%

下 水 道 事 業 特 別 会 計 － －
農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 事 業 特 別 会 計 － －
浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 －
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 － －
住 宅 用 地 造 成 事 業 等 特 別 会 計 － －

※資金不足比率の資金不足がない箇所は「－」を記載しています。
①【実質赤字比率】一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税）に対する比率です。
②【連結実質赤字比率】普通会計のほか国民健康保険事業や病院事業、下水道事業など全ての会計を合計した赤字額等の標準財政規模に対する比率です。
③【実質公債費比率】借入した地方債の返済額やそれに準ずるものの支払額を合計したとき、普通会計でどれだけ負担しているかという比率です。（３か年平均）
④【将来負担比率】普通会計及び特別会計の借入残高や一部事務組合への負担見込額などを合計し、将来どれくらいの負担が見込まれるかという比率です。
⑤【資金不足比率】公営企業それぞれの事業規模に対してどれくらいの資金不足があるかという比率です。
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決　算令 和 ３ 年 度

五 戸 町 の 財 政 状 況
一般会計歳入　103 億 3,541 万円

町の財産（令和3年度末現在） 公債費（借入金残高）令和3年度末現在
一 般 会 計 介護保険特別会計 簡易水道事業特別会計

土　　地…………… 12,790,642㎡ 介護給付費準備基金…… 3 億 13 万円 土 　 　 地 ………………16,053㎡
建　　物……………… 117,165㎡ 建 　 　 物 ………………… 481㎡
有価証券、出資金、債権… 10 億 4,976 万円
財政調整基金……25 億 2,072 万円 下水道事業特別会計
減 債 基 金 ……… 6 億 7,453 万円 下水道事業整備基金… 2,535 万円 住宅用地造成事業等特別会計
土地開発基金（土地含）… 1 億 4,578 万円 土　　地………………… 4,845㎡
その他の基金…… 18 億 8,945 万円

農業集落排水処理施設事業特別会計
土　　地………………… 8,330㎡ ケーブルテレビ事業特別会計

国民健康保険特別会計 建　　物………………… 1,091㎡ ケーブルテレビ事業基金… 3,791 万円
財政調整基金……3 億 1,782 万円 農業集落排水事業減債基金…228 万円

※各基金については、令和 4 年 5 月末日時
点での金額です。高額療養費貸付基金……509 万円

一 般 会 計 ……101 億 7,076 万円

下水道事業特別会計……23 億  800 万円

農業集落排水処理施設事業特別会計…5 億  466 万円

浄化槽事業特別会計……390 万円

簡易水道事業特別会計……1 億 4,052 万円

病院事業会計……15 億 3,535 万円

総 　 　 額 ……146 億 6,319 万円

特別会計 （単位：万円）
会計名 歳入 歳出

後期高齢者医療 4 億 8,604 4 億 7,971
国民健康保険 21 億 3,512 21 億   739
介 護 保 険 24 億 7,232 23 億 3,533
下 水 道 事 業 3 億 7,411 3 億 7,164
農業集落排水処理施設事業 1 億 4,332 1 億 4,251
浄化槽事業特別会計 2,346 1,845
簡易水道事業 8,672 8,495
住宅用地造成事業等 2,971 2,868
ケーブルテレビ事業 2,764 2,669

※町民一人当たりが納めたお金・一人当たりに使われたお金は、町税額（14 億 2,594 万円）及び一
般会計歳出総額（100 億 7,133 万円）を令和 4 年 3 月末現在の人口（16,260 人）、世帯数（7,004 世帯）
で割ったものです。

町民一人当たりに使われたお金
619,393 円

（1世帯当たり1,437,940円）

町民一人当たりが納めたお金
87,696 円

（1 世帯当たり 203,589 円）

依 存 財 源
国や県などからの収入
81 億 9,620 万円 79.2%

自 主 財 源
町 が 集 め る 収 入
21 億 3,921 万円 20.8%

病院事業会計 （単位：万円）
区分 収入 支出

収　益　的 25 億 7,650 25 億 6,145
資　本　的 4 億 4,737 6 億 4,541

※収益的収入・支出…営業的な経費
※資本的収入・支出…建物の建設費など



広報ごのへまち・2022-11 10

　令和 4 年度の一般会計予算は、9 月 30 日現在で、96 億 9,379 万円で、
予算の執行率は歳入で 49.1％、歳出で 42.2％となっています。

一般会計歳入歳出　96 億 9,379 万円

特　別　会　計
予算額 収入済額 収入執行率 支出済額 支出執行率

後 期 高 齢 者 医 療 4 億 8,480 万円 2 億 9,606 万円 61.1% 1 億 5,894 万円 32.8%

国 民 健 康 保 険 20 億 7,927 万円 9 億 5,078 万円 45.7% 8 億 648 万円 38.8%

介 護 保 険 24 億 2,127 万円 11 億 4,272 万円 47.2% 9 億 7,378 万円 40.2%

下 水 道 事 業 3 億 4,869 万円 2 億 6,035 万円 74.7% 1 億 4,011 万円 40.2%

農 業 集 落 排 水
処 理 施 設 事 業 1 億 4,649 万円 1 億 1,250 万円 76.8% 5,469 万円 37.3%

浄 化 槽 事 業 4,934 万円 1,794 万円 36.4% 1,097 万円 22.2%

簡 易 水 道 事 業 9,472 万円 4,972 万円 52.5% 3,505 万円 37.0%

住 宅 用 地 造 成 事 業 等 1,540 万円 441 万円 28.6% 91 万円 5.9%

五戸ケーブルテレビ事業 2,845 万円 2,080 万円 73.1% 451 万円 15.9%

町民一人当たりが納める町の税金

83,188 円
（1 世帯当たりでは 190,955 円）

町民一人当たりに使われる町のお金

601,054 円
（1 世帯当たりでは 1,379,703 円）

※町税額（13 億 4,165 万円）を令和 4 年 9 月
末現在の人口（16,128 人）、世帯数（7,026
世帯）で割ったものです。

※一般会計歳出総額（96 億 9,379 万円）を
　令和 4 年 9 月末現在の人口（16,128 人）、
　世帯数（7,026 世帯）で割ったものです。

予　算令 和 4 年 度

9 月 末 現 在

病院事業会計
収益的 資本的

収入予算額 26 億 602 万円 4 億 38 万円
収 入 額 11 億 2,159 万円 2 億円
収入執行率 43.0％ 50.0％
支出予算額 28 億 391 万円 6 億 1,247 万円
支 出 額 10 億 5,251 万円 2 億 6,900 万円
支出執行率 37.5％ 43.9％
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2023 年版青森県民手帳販売開始！

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のお知らせ

　今年も「青森県民手帳（五戸町特別版）」を
販売します。表紙には五戸のおんこちゃんや
シロの箔押しが施されています。手帳カバーの
色は青森の特産品をイメージしたユニークな
色名で全5色。定価は700円(税込)で、数量限定
となっておりますので、役場総合政策課にて、
お早めにお買い求めください。

●販売開始　
　令和4年12月5日(月)　午前8時30分から
　※予約、取置きは承っておりません。

●緊急支援給付金について
　国の物価高騰対策に基づき、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担額を踏まえ、特に家計への影響が大き
い住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり5万円の現金（緊急支援給付金）を支給します。

●支給対象となる世帯
　 1.住民税非課税世帯
　　次の①、②の要件をすべて満たしている世帯が対象となります。
　　　①令和4年9月30日（基準日）において五戸町の住民基本台帳に記録されている世帯
　　　②世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
　 2.家計急変世帯
　　予期せず令和4年1月から12月の収入が大幅に減少し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
　　※予期せぬ事情とは新型コロナウイルスの影響によるものも含まれますが、定年退職等の想定内の事情に
　　　よる収入の減少は対象外となります。

●支給額　1世帯当たり5万円（1.と2.の重複受給はできません｡）

●手続等について
　 1.住民税非課税世帯

　対象となる世帯の世帯主に対し、給付内容や振込先金融機関等を確認するための確認書が順次送られます。
必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、確認書記載の期日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。

　※世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合は申請が必要となります。令和4年1月2日以降に
　　転入した方の所得課税証明書又は非課税証明書の添付が必要です。申請書に必要事項を記入し、添付書類と
　　ともに役場福祉課の窓口へご提出ください。申請書類は、役場福祉課の窓口に設置しているほか、町ホーム
　　ページからもダウンロードできます。
　 2.家計急変世帯

　申請が必要となります。申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに役場福祉課の窓口へご提出ください。
申請書類は、役場福祉課の窓口に設置しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。

　　　※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

●申請期限　令和5年1月31日（火）

　　■お問合せ　この記事について…役場福祉課　☎ 62 － 7955（直通）
　　　　　　　　制度に関すること…内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時給付金コールセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　☎0120－526－145　午前9時～午後8時（土･日･祝を除く）

■お問合せ 役場総合政策課 ☎ 62 － 2111（内線 233）
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国民健康保険からのお知らせ～医療費節約のために～
　医療費は、国保加入者のみなさまが納める保
険税や自己負担でまかなわれています。そのた
め、医療費が増えると、国保財政が圧迫され、
保険税の引き上げにつながります。
　医療費節約のため、医療費の適正化にご理解
とご協力をお願いします。

■お問合せ　役場住民課（国保班）　☎ 62 － 2111（内線 115 ～ 117）

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を
上手に利用しましょう

　ジェネリック医薬品とは、特許期間が過ぎた
新薬（先発医薬品）と同じ有効成分を含み、
同等の効能・効果をもつ医薬品のことで、新薬
より値段が安く、患者さんの自己負担が軽減
され、医療費全体の節約につながります。
　ジェネリック医薬品を希望する場合は、
医師又は薬剤師にご相談ください。
　また､処方箋を薬局に提出する際､「ジェネリック
医薬品希望カード」も一緒に提出しましょう。

重複受診は控えましょう

　重複受診とは、同じ病気で複数の医療機関を
受診することです。病院を変えるたびに初診料
を支払い、同じような検査や処置が行われ、医
療費が増えるばかりではなく、度重なる検査や
投薬により、体に負担がかかり、かえって症状
が悪化してしまうことも心配されます。

かかりつけ医を持ちましょう

　かかりつけ医とは、日頃のみなさんの健康状
態を知っていて、気軽に相談できる身近なお医
者さんのことです。
　気軽に相談でき、信頼できる医師が身近に
いれば、安心して診療を受けることが出来ます。
いざという時に困らないためにも、自宅や職場の
近くにかかりつけ医を見つけておきましょう。

休日や夜間の診療は控えましょう

　休日や夜間に救急医療機関を受診する場合、
医療費は割増料金になります。　
　急病などのやむを得ない場合を除いては、
平日の診療時間内に受診するようにしましょう。

医療費通知や領収書を確認しましょう

　医療機関の窓口で負担するのは、医療費の
一部です｡医療費通知などを確認すると､実際に
医療費がどのくらいかかっているかがわかり、
コスト意識が高まります。自分の医療の受け方
を見直すきっかけにもつながります。

　特定健診 · 特定保健指導を
　受けましょう

　特定健診とは、メタボリックシンドロームに
着目した健診です。生活習慣病の早期発見によ
り、医療費を抑えられるだけではなく、あなた
やご家族の安心にもつながります。
　また、特定健診の結果から、生活習慣病の
発症リスクが高いと判定された方は、保健師や
管理栄養士が生活習慣を見直すサポートとして
特定保健指導を行います。ぜひ、重症化予防と
生活習慣の改善に取り組みましょう。

健康づくりと定期的な健診で医療費の節約を！

　医療費の節約方法で最も効果的なのは、病気を予防することです。健康を維持するために、日頃からバラ
ンスの良い食生活と適度な運動をしましょう。また、病気を早期発見・早期治療することで医療費を抑える
ことができます。早期発見のためには、毎年定期的に健診を受け、体の変化に気付くことが大切です。

年 1 回
健診を受けて
健康管理を！
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後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

　　■お問合せ　記事 1・2 について…青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017 － 721 － 3821
　　　　　　　　記事 3・4 について…役場住民課　☎ 62 － 7959（直通）

　窓口負担が2割になった方に、9月中に新しい被保険者証を交付し、古い被保険者証の返却をお願いしています｡
　まだ返却されていない方は、被保険者証交付時に同封した返信用封筒にて返却くださるようお願いします。

①薬の飲み合わせが悪いと、効果が十分に得られなかったり、反対に効きすぎたりすることがあります。
②多種類の薬を処方されていると、飲み間違いや副作用が起こることがあります。
　上記①、②の可能性がある方へ、10月末にお知らせをお送りしました。
　お知らせが届いた方は、お知らせと全てのお薬手帳を持参し、かかりつけ医又はかかりつけ薬局にご相談ください｡

　保険料は年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、新たに後期高齢者医療制度に加入された方は年金
からの天引きが開始されるまで時間がかかるため、加入当初は納付書で納めていただくことになります。
口座振替を希望される場合は手続きが必要です。これまで国民健康保険税(料)を口座振替で納めて
いた方も、改めて手続きが必要です。

　保険料の納付にお困りの方は役場住民課へご相談ください。災害により住宅等に著しく損害を受け
たり､世帯主の収入が著しく減少した場合など、保険料の減免が認められることがあります。保険料を
滞納すると､通常より有効期限が短い被保険者証が交付されることがあります。

被保険者証の返却のお願い

薬の飲み合わせに注意が必要な方、多くの薬を服用している方へ

新たに後期高齢者医療制度に加入された方の保険料の納め方について

保険料は納期限内に納めましょう

広報ごのへまちでは、町内での雇用創出及び地域の活性化を図ることを目的に、
町内企業の求人情報を広報紙及び町ホームページに掲載しております。
応募方法等の詳細についても町ホームページをご覧ください。

右記 QR コードからもアクセスできます

社会福祉法人　五戸町社会福祉協議会

職 種 社会福祉事業職員

募集人数 1名

賃 金 本会規程による

就業場所 五戸町社会福祉協議会
（五戸町社会福祉センター内）

就業時間 午前8時15分～午後5時

休 日 土・日・祝日
※行事により勤務する場合あり

そ の 他 社会福祉主事任用資格必須
社会福祉士資格取得見込み可

申込·問合 五戸町社会福祉協議会
担当：平澤　☎0178－62－2547

学校法人臨研学舎 東北メディカル学院

職 種 ・事務正職員(経理事務)
・事務パート職員(経理処理等一般事務)

募集人数 各1名

賃 金 ・経験に応じて優遇 ※手当等は規程による

就業場所 学校法人臨研学舎 東北メディカル学院

就業時間
午前8時30分～午後5時30分　又は
午前8時00分～午後5時00分
※パート職員は応相談

休 日 ・勤務表による（週休二日制）
・年末年始休暇（12/30 ～ 1/3）

必須項目
・経理事務経験 3 年以上（正職員）
　※月次・決算業務あり。要相談。
・普通自動車運転免許（校用車を運転する場合あり）

申込·問合 学校法人臨研学舎 東北メディカル学院
担当：中村　☎0178－61－0606



行事についてのお問い合わせ先　五戸町役場　☎ 62-2111
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診療科 氏　　名 職名・派遣元 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
内 科 安 藤 敏 典 院 長 消化器検査

長 沖 雄 介 医 師 ○ ○ ○ ○
岡 本 一 雄 十 和 田 市 ○ ○ ○
応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院 ○ 12/28
坂 本 拓 矢 八 戸 市 民 病 院 ○

【糖尿病外来】坂 本 拓 矢 八 戸 市 民 病 院 予約制
【糖尿病外来】松 橋 昭 夫 仙 台 市 12/14・28
【循環器内科】三 浦 昌 人 東 北 大 学 教 授 12/1・8・15・22 予約制
【循環器内科】応 援 医 師 八戸赤十字病院 ○ 予約制
【精   神   科】応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院 12/6・20・27 午後 予約制
【 漢 方 外 来 】応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院 12/12・26 午後 予約制
外 　 科 安 藤 敏 典 院 長 ○ 消化器検査 / 〇

後 村 拓 眞 医 師 ○ ○
【 泌 尿 器 科 】応 援 医 師 弘 前 大 学 ○
【 禁 煙 外 来 】安 藤 敏 典 院 長 午後　予約制
【無呼吸（いびき）外来】安 藤 敏 典 院 長 ○（新患は予約） ○
【 乳 腺 外 来 】安藤敏典、後村拓眞 院 長、 医 師 ○予約制 ○予約制 ○予約制 ○予約制

産 婦 人 科 井 戸 川 敏 彦 特 別 参 事
応 援 医 師 東 北 大 学 12/1・22 12/2・23

小 児 科 笹 野 拓 也 科 長 ○ ○ ○ ○ ○
整 形 外 科 三 上 靖 隆 科 長 ○ ○ ○ ○ ○

脳 神 経 外 科 深 瀬 栄 一 副 院 長 ○ ○ ○ ○ ○
応 援 医 師 弘 前 大 学 12/14・28

眼 科 応 援 医 師 東 北 大 学 ○ ○

耳鼻いんこう科 橋 本 敏 光 八 戸 市 ○
応 援 医 師 弘 前 大 学 ○

皮 膚 科 小 野 　 彩 東 北 大 学 ○ ○
■診療日・担当医等の予定は、都合により変更する場合がありますので、「五戸ちゃんねる」「五戸総合病院ホームページ」でご確認ください。
■受付時間［再来…7：30 ～ 11：00］　［新患…8：15 ～ 11：00］
　 ▽外科外来（毎週水曜日）…… 受付時間 9：30 まで　　
　　※水曜日の新患様の診察を中止しています。乳腺外来は予約が必要です。（予約診察時間は 8：30、８：45 のみ）

 　 ▽眼科外来（毎週火・金曜日）…… 受付時間 10：00 まで　 ▽褥瘡・ストーマケア外来（毎週月曜日・予約制）…… 受付時間　13：00 ～ 15：00
　 ▽小児科予約診療（月～金曜日）…… 診療時間 15：00 ～ 16：30
　　※健診等のため午後の診療をできない日がありますので、電話でご確認ください。
■休診のお知らせ
　 ▽内科外来…11 月から毎週金曜日は休診　 ▽外科外来…10 月から毎週金曜日は休診
■他医療機関で受診している方は、紹介状をご持参ください。
■ 22 時以降の救急外来で点滴を要する患者さんは、入院とさせていただく場合があります。
■発熱のある方は…発熱患者専用電話番号 ☎ 61 － 1202　■敷地内は全面禁煙です。

令和 4 年 12 月 1 日現在
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救急指定病院
問 五戸総合病院
☎ ６１－１２００

五戸総合病院医師一覧表 外 来
診 療



今月の納期
12 月 26 日（月）

・町県民税（第 4 期） ・国民健康保険税（第 5 期）

・下水道事業受益者負担金（第 2 期）

日 付 行 事 な ど 開催時間［場所］

1
木

みんなの保健室 13：00 ～ 15：00
［役場健康増進課］

2
金

トコトコ教室
（旧町内地区）

  9：30 ～ 11：30
13：30 ～ 15：30

［町立公民館］

3
土

4
日

5
月

ホッとセンターあ・そ・ぼ 10：00 ～ 12：00
［町立公民館　児童室］

6
火

特設人権相談 13：30 ～ 15：30
［町立公民館］

7
水

8
木

移動図書館巡回日   9：00 ～ 12：00
［地区巡回］

9
金

トコトコ教室
（浅田地区）

  9：30 ～ 11：30
［浅水活性化センター］

10
土

子育てメイト
「クリスマス会」

10：00 ～ 12：00
［町立公民館　和室］

11
日

おはなし会 10：30 ～ 11：00
［図書館］

冬の交通安全県民運動 12 月 11 日～ 20 日

12
月

ホッとセンターあ・そ・ぼ 10：00 ～ 12：00
［町立公民館　児童室］

13
火

行政相談
10：00 ～ 12：00

［倉石コミュニティ
センター　作法室］

夜間納税相談 17：00 ～ 20：00
［役場税務課］

14
水

3歳児健康診査 
（平成31年4月～

令和元年5月生）

 12：15 ～ 12：30 受付
［町立公民館］

15
木

とことん元気教室
（石沢地区）

  9：30 ～ 11：30
［石沢地区公民館］

みんなの保健室 13：00 ～ 15：00
［役場健康増進課］

16
金

トコトコ教室
（川内地区）

  9：30 ～ 11：30
［瑞穂館］

とことん元気教室
（中市・又重地区）

  9：30 ～ 11：30
［保健福祉センター］

日 付 行 事 な ど 開催時間［場所］

17
土

18
日

19
月

20
火

21
水

4 か月児健康診査 
（令和 4 年 8 月生）

 12：15 ～ 12：30 受付
［町立公民館］

22
木

23
金

トコトコ教室
（豊間内地区）

  9：30 ～ 11：30
［豊間内地区

コミュニティセンター］

まち・カフェ 10：00 ～ 12：00
［町立公民館］

24
土

25
日

26
月

27
火

行政相談 13：00 ～ 15：00
［町立公民館　児童室］

夜間納税相談 17：00 ～ 20：00
［役場税務課］

28
水

29
木

30
金

31
土

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載している行事等は延期や中止となることがあります。

月のカレンダー1212月のカレンダー令和4年度／ 2022 年

出張型「まち・カフェ」のご案内
　気軽に集える場です。ちょこっと身体を動かし
ながら、一緒に楽しい時間を過ごしませんか？
■日時及び会場
　・令和5年1月16日（月）
　　10：00～12：00［倉石 保健福祉センター］
　・令和5年1月18日（水）
　　10：00～12：00［浅水 活性化センター］
■お楽しみメニュー
　・楽しい健康体操
　　(10：15～五戸町スポーツ振興公社 健康運動指導士)
　・脳わくわくコーナー(ぬり絵､おり紙､脳トレプリントなど)
　・健康相談コーナー
■参加料無料
　・出入りは自由です｡お好きな時間においでください｡
　　感染症の発生状況等によっては､中止となる場合があります｡
　・会場では､体温測定·マスクの着用·手指の消毒をお願いします｡

問役場介護支援課　☎62－7973（直通）
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■採用予定日　令和5年4月1日
■職種及び採用予定人員
　▶薬 　 剤 　 師…2名程度 ※おおむね40歳までの方
　▶臨 床 検 査 技 師…2名程度 ※おおむね40歳までの方
　▶診療放射線技師…1名程度 ※おおむね30歳までの方　
　▶認定看護師（認知症看護）…1名程度
　　※おおむね45歳までの方
　▶診療情報管理士…1名程度 ※おおむね35歳までの方
■受験資格
　▶各職種の資格を有する方又は令和5年5月31日までに
　　資格を取得する見込みのある方
■特殊勤務手当
　▶薬　剤　師…薬 剤 業 務 手 当 ※対象者に支給
　▶認定看護師…認定看護師手当 ※対象者に支給
■受付期間
　令和４年12月１日（木）～令和5年1月13日（金）
　※平日午前８時30分から午後5時まで
　※郵送の場合は期間内必着
■試験日
　令和5年2月上旬 ※受験者に直接通知します。
■受験手続
　指定の受験申込書、履歴書・身上書、資格所有者
は各種資格の免許証・認定証の写し、資格取得見込
の方は、卒業見込証明書及び成績証明書を添えて、
五戸総合病院管理班に提出してください。
　受験申込書等は、五戸総合病院管理班、五戸町役場
総務課、川内・浅田・倉石各支所にあります。病院ホーム
ページからもダウンロードできます。
問五戸総合病院管理班  ☎61－1200　内線331

町（病院）職員募集雇
用
・
募
集　一時的に生活援助や子育て支援のサービスを必要として

いるひとり親家庭等を支援する家庭支援員を募集しています｡
■支援の種類
　▶生活援助…家事、介護その他の日常生活に対するサービス
　▶子育て支援…保育サービス及びこれに付帯するサービス
■家庭生活支援員の要件
　▶生活援助

旧訪問介護員(ホームヘルパー)３級以上の資格を
有する方、介護福祉士、社会福祉士、介護職員初任
者研修又は介護福祉士実務者研修を修了した方

　▶子育て支援
保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、看護

師、准看護師、ファミリーサポートセンター事業の
登録者､ 厚生労働省が定める ｢子育て支援員研修事業
実施要綱」第５(３)アの基本研修及び同要綱第５(３)イ
の専門研修「地域保育コース」を修了した方

■派遣手当
　▶生活援助
　　派遣手当…1,860円／1時間､交通費…1,100円(上限)
　　※交通費は支援員宅から利用者宅までの往復
　▶子育て支援
　　派遣手当…900円／1時間(子どもの人数により加算)
　なお、利用者宅での支援は生活援助の派遣手当及び
交通費が適用されます。
問青森県母子寡婦福祉連合会  ☎017－735－4152

ひとり親家庭・寡婦のための
家庭生活支援員募集

雇
用
・
募
集

イ
ベ
ン
ト

　令和５年五戸町表彰式・年賀交換会を次のとおり
開催します。どなたでも参加可能ですので、参加を
希望する方は役場総務課へ申し込みください。
■日時
　▶表　彰　式…令和5年1月4日(水)　午前11時
　▶年賀交換会…表彰式終了後
■場所　アピル五戸
■会費　2,000円 ※年賀交換会参加者。会費は当日、拝領します。
■申込期限　令和４年12月22日(木)
問役場総務課　☎62－7950(直通)

五戸町表彰式・年賀交換会のご案内

　12月4日(日)から10日(土)は「第74回人権週間」です。
　昭和23年12月10日、第3回国連総会において「世界
人権宣言」が採択されたことを記念して、毎年12月10
日を「人権デー」と定められています。我が国では、
「人権デー」を最終日とする1週間を「人権週間」と
し、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思
想の普及高揚のための各種行事を実施しています。
　五戸町では、人権週間の行事として、特設人権相談所
を開設します。相談は無料で、秘密は守ります。困りごと
があったら一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
■特設人権相談所開設について
　▶日　時　令和4年12月6日(火)午後1時30分～午後3時30分
　▶場　所　五戸町立公民館
　▶相談員　人権擁護委員
問役場住民課  ☎62－2111　内線111

第74回人権週間お
知
ら
せ

　所得税・町県民税の申告をする際に、この認定書を提出
することにより、障害者控除を受けることができます。
■対象者（以下の要件を全て満たす方）
　▶町内に住所がある65歳以上の方
　▶身体障害者手帳、愛護手帳及び精神障害者保健
      福祉手帳を持っていない方
　▶令和4年12月31日(年途中で対象者が死亡された場合は死亡
　　 の日)において介護保険要介護1～5に認定されている方
■手続き
　交付希望者は印鑑を持参し、役場介護支援課にお越しください。
　申請受付後､１週間程度で認定書を郵送いたします｡
　なお､役場窓口でお受け取りを希望する際は､前日
までにお電話をお願いいたします。
問役場介護支援課　☎62－7956(直通)

要介護認定者に
「障害者控除対象者認定書」を交付します

お
知
ら
せ

■五戸町子育てメイト子どもフェスタ「クリスマス会」
　広報ごのへまち10月号に掲載した記事について誤り
がございましたので、お詫びして訂正させていただき
ます。正しくは次のとおりです。
　▶日　　時…令和4年12月10日(土) 午前10時から正午
　▶申込方法…11月25日までに各地区の子育てメイト､
　　　　　　　又は役場福祉課までご連絡ください｡
問役場福祉課  ☎62－2111　内線133

役場福祉課からのお知らせお
知
ら
せ



■日時　12月4日(日)　午前10時～12時
■場所　五戸町立公民館　大ホール
■人員　スタッフおよび出演者多数
■主催　五戸町交通安全母の会
■内容
　各学校・幼稚園・保育園・協力団体ごとに催し物を出すほか、
反射材等を販売します。収益金は、新入学児童への黄色い帽子
の購入、および交通安全運動等の基金として使用します。
　なお、この基金を使って①町内各小中学校に反射材付き
安全傘400本を寄贈､②五戸町立公民館に壁掛け時計を寄贈､
③衝突実験用ダミー人形2体(児童・高齢者)を購入しました。

第40回交通安全チャリティー大会イ
ベ
ン
ト

税  

金

　所得税の源泉徴収義務がある事業主は、個人住民
税(町民税と県民税をあわせた地方税のこと)についても､
事業主が従業員に代わり毎月支払う給与から税額を
引き去り納める「特別徴収」が義務づけられています｡
　事業主は、来年１月末までに、対象となる従業員の
分について、給与支払報告書を特別徴収として町に
提出してください。
　県と町では、個人住民税の特別徴収制度の周知と
徹底に取り組んでいます。皆様のご理解とご協力を
お願いします。
　前年中に給与の支払いを受け、かつ当年の４月１日に
おいて給与の支払いを受けている従業員が対象です。
問役場税務課　☎62－7954(直通)
　三八地域県民局県税部 納税管理課
　　　　　　　☎0178－27－5111　内線356

従業員の個人住民税は
「特別徴収」が義務づけられています

■利用対象
①保護者など(65歳未満の祖父母も含む)が就労　

などにより、昼間家庭にいない小学生
②保護者が健康上などの理由により家庭での健全

育成が困難な小学生
③その他の理由により適当であると認められる小学生

※ただし、定員以上の申込みがある場合には､低学年･
ひとり親家庭等を優先しての選考となります｡

■申請期間
　令和4年12月1日(木)から令和5年1月31日(火)
　※ただし、土･日･祝日、令和4年12月29日(木)～
　　令和5年1月3日(火)を除く
　※現在利用している児童も申込みが必要です。

令和５年度 放課後児童クラブ利用児童募集雇
用
・
募
集

■受付場所
　申込書に必要事項を記入の上、就労証明書等の
添付書類とともに役場福祉課に提出してください。
※申込関係書類は役場福祉課、川内・浅田・倉石
各支所、各児童クラブ、町HPにあります。

クラブ名 定員 開設場所

なかよしクラブ 80 人 五戸児童クラブ館
（五戸小学校敷地内）

切谷内児童クラブ 40 人 切谷内児童クラブ館
にこにこクラブ 30 人 上市川小学校内
倉石児童クラブ 40 人 倉石コミュニティセンター内
問役場福祉課  ☎62－7955（直通）

イ
ベ
ン
ト

■開催日程　令和4年12月24日(土)　午後6時～午後8時
■開催場所　八戸プラザホテル
■参加対象　八戸圏域８市町村に在住、在勤又は移住を
　　　　　　予定・希望している、20～49歳の独身の方
■募集人数　男女各20名
■参 加 費　 男性3,000円、女性2,000円
■申込締切　令和4年12月16日(金)　午後6時
■問合･申込先
　エフエム青森ホームページ（https://afb.co.jp）
　※詳細につきましては上記ホームページをご覧ください。

婚活イベント【恋するほろ酔いHoly☆Night】
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　神明橋(㈱阿部繁孝商店五戸工場付近)の橋梁補修工事に
伴い、工事期間中(冬期間：11月～3月)通行止めとなる場合
がありますので､ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが､
迂回等につきましてご理解・ご協力をお願いいたします。
　なお、通行制限の期間は現場の予告看板にてお知らせ
いたしますが、ご不明な点は下記までお問合せください｡
問役場建設整備課土木班  ☎62－2111　内線244

橋梁補修工事に係る通行制限のお知らせお
知
ら
せ

お
知
ら
せ■主な変更点

　▶押印が不要になりました。
　▶使用する著作権者名等を記入する欄が増えました。
　イラスト利用申請が始まってから、10月末時点で計
148件の申請があり、各種チラシやポスター、パッケー
ジ、衣類、小物など様々なものに利用されています。
　利用できるイラストは全138種。メールでの
申請も可能ですので､ぜひご利用ください。
※詳細は、町ホームページでご覧ください。
問役場総合政策課 ☎62－2111 内線235

「五戸のおんこちゃん」
イラスト利用申請書が一部変わりました

　今冬は全国的に電力需給が厳しい見通しとなっております。
　東北電力では供給力の確保に向け、最大限取組ん
でおりますが、地域の皆さまにおかれましても、無理
のない範囲での節電にご協力をお願いいたします。
　なお、東北電力では国の節電プログラムに連動し、
「冬の節電チャレンジキャンペーン」を実施しており
ます。参加特典・達成特典をご用意しておりますので、
ぜひエントリーをお願いいたします。
■省エネ・節電手法のご紹介

問東北電力㈱八戸営業所  ☎0120－066－774

東北電力から節電・省エネのお願いお
知
ら
せ

☜個人の
　お客さま向け

☜キャンペーンの詳細はこちらから！

店舗コード入力で参加得点ポイントアップ！
八戸営業所の店舗コードは「am400」です。

☜法人の
　お客さま向け
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情報ステーション

■7月号に掲載した記事の訂正について
▶タイトル　死亡した野生鳥獣の取扱いについて
▶掲載内容
　誤　ご自宅の庭などで見つけた場合には、燃える
　　　ごみとして処理してくださるようお願いします｡
　正　ご自宅の庭などで見つけた場合には、燃える
　　　ごみの家庭系ごみとなりますので、十和田地域
　　　広域事務組合のごみ処理施設へ直接搬入して
　　　くださるよう、お願いいたします。
問役場農林課　☎62－7960（直通）

 役場農林課からのお知らせお
知
ら
せ

■令和5年度「防衛モニター」「基地モニター」募集
　海上自衛隊八戸航空基地では、三八地域の住民の皆様を
対象に防衛モニター及び基地モニターを募集しています。
　詳細はホームページをご覧ください。
▶応募・お問合せ先
　海上自衛隊第2航空群司令部広報室
　TEL：28－3011　　FAX：28－3302
　Mail：2aw-kouhousitu@inet.msdf.mod.go.jp

海上自衛隊八戸航空基地からのお知らせお
知
ら
せ

所　在　地 地 目 面 積

五戸町大字切谷内字高田川原 45 番 1 田 3,664㎡

▶申込期限…令和4年12月21日（水）
▶お問合せ・申込先…五戸町農業員会事務局　
　　　　　　　　　  ☎62－2111　内線272

農地の買い手募集お
知
ら
せ

■夜間納税相談・納付時間の延長
　毎月第２、第４火曜日午後８時まで、納税相談と収納
業務を行っていますので、どうぞご利用ください。
※納付にお越しの際は、納税通知書をご持参ください。
■日時
　12月13日（火）、27日（火）　午後５時～午後８時

※来庁の際は、税務課側の出入口をご利用ください。
問役場税務課　☎62－7954（直通）

税務課からのお知らせ税  

金　青森地方法務局八戸支局及び八戸人権擁護委員協議会
は男女共同参画を推進するため、地域住民の学習会や
研修会などへ講師を派遣する出前講座を実施します。
■対象
　八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町及
び新郷村に所属する団体及び企業等。※営利目的の集会は除く
■テーマ
　ビジネスと人権、パワーハラスメント、セクシュアル
ハラスメント等をテーマに行いますが、男女共同参画に
関する内容であれば相談に応じて実施可。
　詳細は町ホームページをご覧ください。
問青森地方法務局八戸支局総務課  
　☎0178－24－3346

男女共同参画推進 出前講座のお知らせお
知
ら
せ

問役場建設整備課　
　 ☎62－2111　内線244～246

深夜作業にご理解ください

除雪・排雪作業は、交通渋滞を引き起こさないために交通量の少ない
夜間・早朝に行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ください。

作業中の除雪車の30m以内に近寄らないでください

除雪車は重機械であり、前後約10mは死角となります。また、雪
の中に混じっている砕石・ガラスなどが飛び散る場合もあります
ので、30m以内には近寄らないようにお願いします。

路上駐車はやめましょう

路上駐車は除雪作業の妨げになります。
決められた場所以外での駐停車はやめましょう。

道路に雪を捨てないでください

除雪で寄せた雪を道路に返したり、自分の敷地に降った雪を道路
に押し出したりしないでください。ワダチやデコボコの原因となり、
交通障害や事故を引き起こす恐れがあります。みだりに道路に雪
を捨てることは道路交通法などに違反し、罰則も設けられていま
す。雪は指定の雪捨て場に捨てましょう。

■こども家庭庁設立準備室からのご案内
　▶「小倉こども政策担当大臣メッセージ動画」

■こども政策の推進(こども家庭庁設置等)

問内閣官房こども家庭庁設立準備室
　☎03－6550－9543(直通)

☜Youtube

☜内閣官房ホームページ

☜Twitter

令和5年4月1日「こども家庭庁」が設立されますお
知
ら
せ
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【今月のおすすめ】

麻阿と豪
（諸田　玲子／著　PHP 研究所）
豊臣秀吉の妻となった「麻阿」、秀吉の養女
として宇喜多秀家に嫁いだ「豪」。前田利家
の 2 人の娘は、時に対立しながらも助け合い、
秀吉の死、関ケ原の戦いを乗り越えていく…。

『文蔵』連載に加筆・修正。

■一般　■ヤングアダルト
護符と呪文の秘密 （ マリアン・グリーン ）
東日本「公共の宿」こだわり厳選ガイド（ 「東日本の旅ガイド」編集室 ）
90 歳になっても、楽しく生きる （ 樋口　恵子 ）
ベルンド・ケストラーのポケットドール（ ベルンド・ケストラー ）
よくわかるお香と線香の教科書 （ 愛知県薫物線香商組合編 ）
有元葉子　豆（有元葉子の和の食材）（ 有元　葉子 ）
日本酒の魅力が満杯！ （ 白石　常介 ）
くちずさみたくなる名詩 （ 下重　暁子 ）
我、鉄路を拓かん （ 梶　よう子 ）
高く翔べ快商・紀伊國屋文左衛門 （ 吉川　永青 ）

■児童
北里柴三郎　日本近代医学を築いた肥後もっこす（ 茨木　保 ）
12 歳からはじめる Oh! 金の学校 （ あんびる　えつこ監修 ）
ずかん単位　見ながら学習調べてなっとく（ 清水　洋美 ）
宇宙兄弟といっしょに学ぶ宇宙図鑑 （ 講談社編 ）
牛乳パックでこんなにできる！わくわく☆クッキング （ 寺西　恵理子 ）
作って発見！西洋の美術　ゴッホも！ピカソも！ダ・ヴィンチも！（ 音　ゆみ子 ）
13 歳からのプレゼンテーション （ 松永　俊彦監修 ）
とんかつのぼうけん （ 塚本　やすし ）
ゆめぎんこう　おじいちゃんのともだち（ コンドウ　アキ ）
ふゆのコートをつくりに （ 石井　睦美 ）

サンタさんのゆめ・トナカイさんのゆめ
（西島　三重子／著　　中央公論新社）
クリスマスが近づくと、サンタさんはプレゼ
ントの準備に大忙し。でも、今年のサンタさ
んは、なんだかちょっぴり疲れているみたい
で…。前からはサンタさんパート、後ろから
はサンタさんを探すトナカイさんパートが
読める絵本。

歯周病について～歯の健康は予防と健診から～
　歯周病は、喫煙などの生活習慣や全身の病気に関係があるといわれています。歯周病が重症化すると、
歯を失う可能性もあります。これらを防ぐために、生活習慣を見直しお口トラブルを予防しましょう。
　また、かかりつけ歯科医で定期的な歯科検診を受けましょう。

●歯周病とは…？
　歯と歯ぐきのすき間（歯肉溝）から侵入した細菌が、
歯肉に炎症を引き起こし、さらには歯を支える骨
(歯槽骨)を溶かしてグラグラにさせてしまう病気。
　自覚症状はほとんどありません！

●今年度40・50・60・70歳になる方へ
　毎年、40・50・60・70歳の方に無料の歯周病検診
受診票をお送りしています。紛失された方は、健康
増進課まで御連絡ください。
　まだ受けていない方は、早めに受けましょう。
すでに町内歯科医院にかかられている方は、かかり
つけ歯科医に相談してから受けましょう。

●歯周病セルフチェックをしよう！
　１つでも思い当たるものがあれば要注意です。
早めに歯科医に相談しましょう。
□ 朝起きたとき、口の中がネバネバする
□ 歯磨きをすると、歯ぐきから出血する
□ 歯と歯の間に食べ物が挟まりやすい
□ 歯ぐきを触るとヒリヒリする
□ 歯ぐきが腫れている　 □ 歯ぐきが赤黒い
□ 歯がグラグラする　　 □ 口臭が気になる

■お問合せ　役場健康増進課　☎ 62 － 7958（直通）

●歯周病が及ぼす全身の影響とは…？
　歯周病の危険は、口の中だけにとどまりません。
歯周病菌は、歯肉の毛細血管から血液中に入り込み、
全身をめぐります。その結果、体のあちこちで命に関わる
深刻な病気を引き起こしたり、悪化させたりします。
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・人　口　※（　）内は前月比 前月出生数
総人口 16,119 人（ － 9 ）
男 性 7,779 人（ － 7 ） 　1 人
女 性 8,340 人（ － 2 ）    0 人

・世帯数　※（　）内は前月比

7,030 世帯  （ ＋ 4 ）
※令和 4 年 11 月 1 日現在

ごのへ★スポーツナビゲーション
●「五戸すずかけＳＣ Ｕ－ 12」　全国大会出場決定 !!

●冬期間における五戸ドーム休館日について

●年末年始休業のお知らせ

　JFA第46回全日本Ｕ－12サッカー選手権大会青森県大会で優勝し、
令和４年12月26日（月）から29日（木)、鹿児島県で開催される全国
大会に出場することとなりました。同大会への出場は31年ぶりで
あり、アイリスオーヤマプレミアリーグチャンピオンシップとバーモント
カップに引き続き、今年₃大会目の全国大会となります。

全国大会出場支援寄付金のお願い
当クラブでは全国大会出場に向けて格段のお力添えを賜りたく、寄付金をお願い
しております。ご協力いただける方は下記までご連絡いただければ幸いです。

　五戸町屋内トレーニングセンター五戸ドームは、毎週水曜日を休館日と
していましたが、冬期間（令和 4 年 12 月～令和 5 年 3 月）は、第 3 水曜日を除き、

「五戸ドーム練習場」のみを、午前 9 時から午後 9 時まで開館いたします。
　なお、トレーニング室は、清掃及び除菌作業のため、これまでどおり営業しません。

　令和４年12月29日（木）から令和５年１月３日（火）まで、全施設
(ひばり野公園・五戸ドーム・ひばり野スポーツ交流センター・倉石ス
ポーツセンター・小渡平公園）休業となりますのでご了承ください｡

▶五戸ドーム…21日（全館休館）
　7日、14日、28日（トレ室休館）
▶倉石スポーツセンター… 21日

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社
五戸町スポーツクラブ
TEL 62-2301　FAX 62-2365

お問合せ12 月休館日

広
報

 ご
の

へ
ま

ち
v
o
l.7
1
8

2019
年
4
月
26
日
号

発
行

　
青

森
県

五
戸

町
／

編
集

　
企

画
振

興
課

〒
039-1513　

青
森

県
三

戸
郡

五
戸

町
字

古
舘

２
１

－
１

TEL 0178-62-2111
／

FA
X 0178-62-6317

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.tow
n.gonohe.aom

ori.jp
E-m

ail　
koho@

tow
n.gonohe.aom

ori.jp

広
報

 ご
の

へ
ま

ち
v
o
l.7
6
1

2022
年
11
月
25
日
号

発
行

　
青

森
県

五
戸

町
／

編
集

　
総

合
政

策
課

〒
039-1513　

青
森

県
三

戸
郡

五
戸

町
字

古
舘

２
１

－
１

TEL 0178-62-2111
／

FA
X 0178-62-6317

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.tow
n.gonohe.aom

ori.jp
E-m

ail　
koho@

tow
n.gonohe.aom

ori.jp
Q

R
コ

ー
ド

は
株

式
会

社
デ

ン
ソ

ー
ウ

ェ
ー

ブ
の

登
録

商
標

で
す

。

記事の掲載を希望する方は 12 月 6 日（火）
までに下記アドレス宛に原稿等の資料を
添えてご連絡ください。

▽ koho@town.gonohe.aomori.jp

広報ごのへまち 12 月号

Ⓒ AOMORI GOAL


